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平成２９年第３回上毛町議会臨時会会議録 

招集の場所  上毛町議会議場 

開閉会日時及び宣言 

平成２９年１２月２５日 午前１０時００分 

─────────────────────────────── 

○応招（不応招）議員及び出席並びに欠席議員 

出席議員（１２名） 

 １番 岩花寛之  ２番 田中唯登志  ３番 廣﨑誠治  ５番 髙畑広視 

 ６番 宮崎昌宗  ７番 峯 新一  ８番 三田敏和  ９番 大山 晃 

 １１番 宮本理一郎 １２番 安元慶彦 

欠席議員（２名） 

 ４番 荒牧弘敏  １０番 茂呂孝志 

─────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条の規定による説明のため出席した者の職氏名 

 ・町長 坪根秀介 ・副町長 川口 彰 ・会計管理者 古原典幸  

・総務課長 岡﨑 浩 ・税務課長 尾崎幸光 ・総務係長 宮吉保男 

─────────────────────────────── 

○職務のため本会議に出席した者の職氏名 

 議会事務局長  宮秋伸一 

 議会事務局係長  岩井英樹 
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○議事日程 

平成２９年第３回上毛町議会臨時会議事日程 

平成２９年１２月２５日 午前１０時００分 開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 議案第５３号 財産の取得について 

日程第 ５ 議案第５４号 平成２９年度上毛町一般会計補正予算（第９号） 
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○ 会 議 の 経 過 

                           開議 午前１０時００分 

○議長（安元慶彦君）皆さん、おはようございます。 

 定刻になりました。御起立を願います。 

 一礼して着席願います。礼。 

 ただいまの出席議員は１０名で定足数に達しています。４番、荒牧議員、１０番、

茂呂議員より欠席する旨の届出がありましたので、御報告いたします。 

 ただいまから、平成２９年第３回上毛町議会臨時会を開会します。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

─────────────────────────────── 

○議長（安元慶彦君）日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員に、７番峯議員、８番三田議員を指名します。 

─────────────────────────────── 

○議長（安元慶彦君）日程第２、会期の決定を議題とします。 

 臨時会の招集が予定されてから、議会運営委員長に臨時会の運営について諮問いた

しましたところ、１２月２２日に委員会を開催していただき、答申をいただきました。

委員会の答申は、会期を本日１日とする答申でした。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、議会運営委員会の答申のとおり、本日１日とい

たしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は、本日１日とす

ることに決定しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（安元慶彦君）日程第３、諸般の報告を行います。 

 本臨時会に提出された案件は、町長からの予算案１件、その他１件の計２議案であ

ります。 

 議事日程をお手元に配付していますので、ごらんください。 

 本日の日程は、提案理由の説明を受けた後、引き続き議案内容の説明を受け、質疑

を行います。質疑が終了した後、討論、採決を行いますので御了解ください。 

 地方自治法第１２１条の規定に基づき、町長に出席の要求をいたしましたところ、
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説明員として、お手元に配付の名簿のとおり報告がありましたので、これを許可し、

出席をいただいております。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

─────────────────────────────── 

○議長（安元慶彦君）これから、議案の上程を行います。なお、議案の上程に際し、議

案名の朗読は省略します。 

 日程第４議案第５３号、日程第５議案第５４号、以上２件を一括上程します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（坪根秀介君）皆さん、おはようございます。 

 本日ここに、平成２９年第３回上毛町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員

各位には、年の瀬を迎え、公私ともに極めて御多用の中、御出席を賜り、厚くお礼を

申し上げます。 

 さて、本日の臨時会に提案いたします案件は、財産取得案１件、補正予算１件、計

２案件であります。 

 順次、提案理由を御説明いたします。 

 議案第５３号、財産の取得についてでありますが、先般１２月議会定例会において、

補正予算を御可決いただきました用地取得に関し、上毛町議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるもの

であります。 

 議案第５４号、平成２９年度上毛町一般会計補正予算（第９号）でありますが、今

回の補正額は４億３,２４７万円で、歳入歳出予算の総額を５７億３,３７８万１,００

０円とするものであります。今回、さきの財産取得議案の関連して、総務管理費にお

いて残土受け入れ用地に係る測量等の委託料、樹木伐採等の工事請負費を計上し、税

務総務費においてふるさと納税の寄付金増に伴う経費を計上するものであります。 

 以上、概略を御説明申し上げましたが、いずれも重要な案件でございますので、慎

重に御審議をいただき、御可決くださいますようよろしくお願い申し上げまして、提

案理由の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（安元慶彦君）提案理由の説明が終わりました。 

 日程第４、議案第５３号、財産の取得についてを議題とします。 
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 議案内容の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（岡﨑 浩君）それでは、議案第５３号について御説明を申し上げます。 

 議案第５３号、財産の取得について。次のとおり財産を取得する。平成２９年１２

月２５日提出。上毛町長、坪根秀介。 

 内容でございます。 

 まず、１、所在地。上毛町大字下唐原１９４８番地７ほか１筆。区分、山林。買い

入れ予定面積、６,５９５.３１平方メートル、買い入れ予定価格、７５８万４,６０６

円。相手方、大分県○○○○○○○○○○○番地、○○○○。 

 理由でございます。残土受け入れ用地整備事業に係る用地の取得について、上毛町

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。１２月議会定例会におきまして御可決いただ

きました補正予算に係る、山国川河川事務所より依頼のあった残土受け入れ用地の仮

契約が１２月１８日に調いましたので、今回、臨時会にてお願いするものでございま

す。 

 なお、土地の所有者、○○○○氏は故人となられておられまして、相続人として奥

様、それから５人のお子様がおられまして、今回、長女の○○○○さんが代表相続人

という形で相手方となっておるところでございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（安元慶彦君）説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）３点ほどお伺いします。 

 国土交通省山国川河川事務所から残土受け入れ要請があったのは、いつあったのか。

受け入れに当たり、補助金等はあるのかどうか。それと、国土交通省山国川河川事務

所は、なぜ自前で土地を用意しなかったのかどうか。これは補正予算になったんです

が、当初予算編成時には間に合わなかったのかどうか。 

 以上です。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡﨑 浩君）まず、時期でございますが、本年１１月初旬であったと記憶



-6- 

をいたしております。 

 それから、補助金等は当然、こういうものにはございません。 

 それから、山国川河川事務所が残土受け入れ用地を準備しなかったのかという部分

でございますが、相手様がどのような形で準備しているかは存じ上げませんが、今回、

町にこういう形で残土受け入れ用地はございませんかという照会がありましたので、

この土地を準備したということです。 

○議長（安元慶彦君）副町長。 

○副町長（川口 彰君）補足でございますが、自前で取得できなかったという関係でご

ざいますが、災害がございまして、河川事務所も用地のほう、残土処理場は確保して

おりますが、その関係でもうオーバーフローになったということで、そういう観点か

ら今回、話があったということでございます。 

○議長（安元慶彦君）ほかに。 

 大山議員。 

○９番（大山 晃君）これ、議決されたら、いつぐらいから受け入れをされるんですか。

時期として。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡﨑 浩君）御可決いただきました後に所有権移転登記、それから測量、

それから伐採等行いまして、おおむね２月ぐらいから受け入れになろうかと思ってい

ます。 

○議長（安元慶彦君）ほかに。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）これで質疑を終了します。 

 これから討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）これで討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案を原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 
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（全会一致） 

○議長（安元慶彦君）全会一致。よって、議案第５３号、財産の取得については、原案

のとおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（安元慶彦君）日程第５、議案第５４号、平成２９年度上毛町一般会計補正予算

（第９号）を議題とします。 

 議案内容の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（岡﨑 浩君）それでは、議案第５４号について御説明を申し上げます。 

 議案第５４号、平成２９年度上毛町一般会計補正予算（第９号）。平成２９年度上毛

町の一般会計補正予算（第９号）は次にさだめるところによる。 

 まず、第１条でございますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４億３,

２４７万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５７億３,３７８万１,

０００円とするものであります。平成２９年１２月２５日提出、上毛町長、坪根秀介。 

 それでは、補正予算の概要でございますが、まず８ページをお開きいただきたいと

思います。 

 今回の補正予算につきましては、２点ございまして、まず第１点として先ほど御説

明いたしました議案第５３号と関連いたしますが、山国川河川事務所より依頼のあっ

た残土受け入れ用地に関しまして、２款１項５目財産管理費に測量委託料３６０万円

と樹木の伐採工事費８００万円を追加し、予算総額を４,２３４万７,０００円とする

ものでございます。これにつきましては、１２月議会定例会の予算決算常任委員会に

おいても御質問があって、御説明をいたしている内容のとおりでございます。 

 次に、２項徴税費、３目ふるさと納税推進費におきまして、納税の伸びにより、今

後の事業推進経費として封筒等の印刷にかかる需用費で１８０万、切手等の通信運搬

費として５４８万円、返礼品等の業務委託料として、３億１,０５９万円を計上し、１

２款１項６目ふるさと応援基金費において１億３００万円の積立金を計上いたしてお

ります。 

 歳入につきましては、６ページをお願いいたします。１６款１項１目ふるさと寄附

金として４億２,０００万円を計上いたしております。ふるさと納税につきましては、

今回の補正額で全体額１１億を見込んでおります。ただ、本年度は前回でも御説明い



-8- 

たしましたが、過去の統計的なデータや他市町のバックデータが参考にならない伸び

を示しているところでございまして、今後の推移次第では増額補正の可能性や、若干

減額の可能性も残しておるところを御理解いただきたいと考えておるところでござい

ます。 

 また、歳出につきましては、執行にかかる経費を確実に確保するため、積立金は昨

年と同様、最終的な精算で確定すると考えておるところでございます。あと、一般財

源として繰越金を１,２４７万円充当いたしておるところでございます。 

 以上、概略ですが、全体的な説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（安元慶彦君）説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 宮崎議員。 

○６番（宮崎昌宗君）財産管理費の件で、残土受け入れの委託調査の測量と樹木伐採と

ありますが、５３号の答弁の中で２月から受け入れとありましたが、伐採して造成も

せず受け入れができるということですか。何らかの造成もせず、そのまま……。２月

だと間に合わないと思うんですけれど、その辺はどうなっていますか。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡﨑 浩君）要するに、伐採の後に土砂の搬入でございますので、木がな

くなって、その土地に造成をしなくて、そのまま土が入ってくるという形です。 

○議長（安元慶彦君）宮崎議員。 

○６番（宮崎昌宗君）要するにこの土地の境目とか、よその土地の境目とかありますけ

れど、そこに対して土手をつくるとか、そういった流出防止はする予定はないという

ことですか。 

○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡﨑 浩君）ある程度、そこまでの必要のない部分の土砂量であると判断

しているところです。 

○議長（安元慶彦君）ほかに。 

 廣﨑議員。 

○３番（廣﨑誠治君）当然、委託料と工事請負費は入札すると思いますが、何社ぐらい

でやる予定ですか。 
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○議長（安元慶彦君）総務課長。 

○総務課長（岡﨑 浩君）今の段階でどうとは申せませんが、地方自治法と地方自治法

施行令に基づく契約方針で行いますので、その辺で御理解いただきたいと思います。 

○議長（安元慶彦君）ほかに。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）これで質疑を終了します。 

 これから討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）賛成討論はありませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

○議長（安元慶彦君）討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから本案を採決します。 

 本案を原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（全会一致） 

○議長（安元慶彦君）全会一致。よって、議案第５４号、平成２９年度上毛町一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決することに決しました。 

─────────────────────────────── 

○議長（安元慶彦君）これで、本日の日程は全て終了しました。 

 平成２９年第３回上毛町議会臨時会を閉会します。 

                           閉会 午前１０時１５分 


